
障害福祉計画の「基本指針」について  

O「基本指針」は、下記の事項を内容とするものであるが、具体的には、障害福祉計画作成に当たって基本となる   

理念、サービス見込量の算定の考え方、計画的な基盤整備を進めるための取組みなど、定めるものとする   

・障害福祉サービス及び相談支援の提供体制の確保に関する基本事項  

一市町村障害福祉計画及び都道府県障害福祉計画の作成に関する事項   

・その他自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するために必要な事項  

○ 市町村及び都道府県は、「基本指針」を踏まえ、平成23年度までの新サービス体系への移行を念頭に置きながら   

数値目標を設定し、平成18年度中に平成20年度までを第1期とする障害福祉計画を策定するものとする  

平成18年春 18年度   19年度  20年度  21年度   22年度  2  

新サービス体系への移行  

第1期計画期間  
（18年度中に策定）  

第2期計画期間  平
成
2
3
年
度
の
数
値
目
標
 
 

国
の
基
本
指
針
 
 
 

障害福祉計画策定  

（都道府県、市町村）  

基本指針に則して、平成23年度  
を目標において、地域の実情に応  

じ、サービスの数値目標を設定  

・訪問系サービス  

・日中活動系サービス  

・居住系サービス   

障害福祉計画策定  

（都道府県、市町村）   

※ 第1期の実績を踏まえ、   

第2期計画を策定   

地方障害福祉計画における障害福祉サービス見込量の算定のポイント  

○ 特に、地域生活や一般就労への移行を進める観点から、下記の数値目標を設定するとともに、   

この目標を達成するために必要なサービス見込量の設定を行う。   

1平成23年度末までに、現在の入所施設の入所者の1割以上が地域生活に移行することをめざす  

⇒ これにあわせて、平成23年度末時点の施設入所者数を7％以上削減することを基本としつつ、  

地域の実情に応じて目標を設定する   

2 平成24年度までに、精神科病院の入院患者のうち「受け入れ条件が整えば退院可能な精神障害者」（以下   

「退院可能精神障害者」という。平成14年患者調査で約7万人）の解消をめざす  

⇒ これにあわせて、平成23年度における退院可能精神障害者数の減少目標値を設定するとともに、  

医療計画における基準病床数の見直しを進める   

3 平成23年度中に福祉施設から一般就労に移行する者を現在の4倍以上とすることをめざす  

⇒ これにあわせて、福祉サイドにおける就労支援を強化する観点から、就労継続支援利用者のうち、  

3割は雇用型をめざす  
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サービス利用者の将来見通し  

推計結果のポイント  

○新制度の障害福祉サービスについて、以下の3つに区分して推計   

・訪問系サービス（ホームヘルプサービス）   

・日中活動系サービス（生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、地域活動支援センター等）   

・居住系サービス（施設入所、グループホーム・ケアホーム）   

○ 訪問系サービスについては、近年の動向を踏まえ、現在、利用率が低い地域を中心に利用者が増え、平   

成23年度には現在の1．8倍（約16万人）に増加  

○ 日中活動系サービスについては、旧体系サービスから新体系サービスヘの段階的移行を見込むとともに、  

小規模作業所利用者の法定サービスヘの移行や精神入院患者の退院促進により、平成23年度には利用者  

が現在の1．6倍（約47万人）に増加   

○ 居住系サービスについては、地域における居住の場としてのグループホーム・ケアホームの充実を図ると  

ともに、自立訓練事業等の実施に伴う入所施設定員数の減少とグループホーム等への転換、一般住宅等へ  

の移行を進めることにより、平成23年度には、グループホーム・ケアホームの入居者が現在の3倍（約9万  

人）に増加。結果として、施設入所者及び退院可能な精神入院患者のうち約6万人が地域生活に移行する   

見通し  

○ 障害者の就労については、就労移行支援事業等の推進により、平成23年度には、福祉施設から一般就  

労への毎年度の移行者が現在の4倍（約0．8万人）に、福祉施設における就労の場が現在の10倍（約3．6   

万人）に増加  

推計結果の概要  

［平成17年度］  ［平成23年度］  

●  ‥・こ  
●  

訪問系サービスの  

利用者数  

日中活動系サービスの  

利用者数  

25万人  24万人  

居住系サービスの  

利用者数  

一般就労への移行  

者数  

福祉施設における  

雇用の場  

＞  一般就労移行者 0．2万人  

※平成15年  

就労♯続支援（t用型）  
3．6万人   

こ  橿祉工場  0．3万人  
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障害福祉計画策定と精神障害者支援に係る主な視点  
○個別給付サービスの見込みへの精神障害関連サービスの反映  

介護給付、訓練等給付に係るサービスの見込みに当たっては、以下のような観点を踏まえつつ、精神障害   
者に係る必要量を反映したものとすることが必要。  
・従来の制度下における精神障害者のサービス利用の伸び  
・受入条件が整えば退院可能な精神障害者（約7万人）の解消に向けて、通常の伸びに加え特に必要と見  
込まれるサービス利用の伸び  

・精神障害者社会復帰施設から新サービス体系への移行促進  など  

※ 介護給付、訓練等給付の実施主体は、原則として入院・入所前に居住していた市町村。   

○地域生活支援事業の活用による精神障害者支援  
介護給付、訓練等給付に係るサービス以外にも、地域生活支援事業による支援を検討し、取組方針を計画   

に記載することが必要。   
〈市町村〉居住サポート事業、成年後見制度利用支援事業、地土或活動支援センター事業による支援  など   
〈都道府県〉精神障害者退院促進支援事業による退院支援、就業・生活支援センター事業による支援 など   

○精神障害者に係る相談支援体制の構築  
障害者に係る一般的な相談支援は、障害種別を超えて横断的に市町村に一元化されることから、精神障害   

者に係る相談支援体制について、必要に応じて広域での共同実施等を視野に入れつつ整備することが必要。  
・精神障害者に係るケアマネジメント体制  
・医療と福祉の連携による退院時・後の支援など、関係機関・関係者の連携強化  
・人材育成、広域調整など、都道府県による専門的、技術的支援  など   

○精神障害に関する正しい理角宰の促進  

障害種別を超えて福祉サービスの提供制度が一元化されることを踏まえ、他の障害と併せ、知識の普及啓   
発や交流等を通じて、精神障害に関する正しい理解の促進に資するための取組が重要。  

障害福祉計画において、精神障害者に係るサービスの必要暮とその確保方策、相談支援や居  
住支援など、精神障害者の退院後の地域生活・社会復帰を支える地域体制つ＜りを推進  

新しい仕組みと精神障害福祉への期待  

○ 精神障害福祉サービスの普遍化  

身体障害、知的障害と並んで、市町村で一元的に提供。未実施地域でのスタートなど、精神障   
害福祉がキャッチアップするチャンス。   

○ 退院患者の受け入れ体制の整備  

障害福祉計画によって、精神障害者の地域生活、社会復帰のためのサービス基盤を計画的に   
整備。また、在宅精神障害者も含め、地域のニーズとしての気づきの機会。   

○ 福祉サービス財源の安定化  

従来は、社会復帰施設、精神障害在宅サービスとも裁量的経費。新制度では、国、都道府県の   

財政負担義務を強化。  

○ 医療と福祉の連携強化  

相談支援事業の実施、多様な主体による事業参入等を通じ、精神障害者の特性に応じて、医   

療と福祉が連携しつつ支援を展開。  

○ 仕組みは共通、支援は個別  

目的に応じたサービス体系の再編、空き店舗等の活用を可能とする規制見直し、複数種類の   
サービス組合せ（多機能型）など、精神障害者のニーズに応じたサービス提供体制づくりと、相談   

支援、個別支援計画等を通じて個々のニーズに応じた支援。  等々  
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「医療だけが資源」の地域から「医療も資源」の地域づくり  

地域自立支援協議会等を通じて連携体制構築  

平成18年12月26日障害保健福祉関係  
主管課長会議資料8（1月4日修正版）  

障害者自立支援対策臨時特例交付金に  
よる特別対策事業の実施方法について  

（精神障害者の地域生活支援関連事業抜粋）  

※ 本資料は現時点での妻であり、今後、変更があり得るものである。  
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② 適所サービス利用促進事業  
1 事業の目的   

今般の制度改正の激変緩和措置の一環として、新体系の日中活動サービス事業所及び旧体系の通所施設に   

おける送迎サービスの実施を促進し、利用者がサービスを利用しやすくするとともに、送迎サービスの利用   

に係る利用者負担の軽減を図ることを目的とする。   

2 事業の内容   

（1） 実施主体 市町村   
（2） 事業の内容  

次のいずれかに該当する事業所が、当該事業所において行われる通所サービスの利用につき、利用者  
の送迎を行った場合（外部の事業者へ送迎を委託する場合も含む。）であって、申請時における直近1  
月間の送迎の実績が週3回（1回の送迎の利用者が一定程度以上である場合に限る。）以上であるもの  
につき、当該送迎に要する費用を助成する。  
（》 通所による生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援（障害者支援施設が行う場合も含  

む。）  

② 旧身体障害者適所授産施設、旧知的障害者通所更生施設、旧知的障害者通所授産施設又は各入所施  
設の通所部   

（3） 補助単価 1事業所あたり3，000干円以内   

3 補助割合 1／2   

4 実施年度 19年度～20年度   

5 その他   

利用者負担については、徴収は不可とする（ただし、生活介護を除き、燃料費に係る実費相当額については、   
徴収可）。   

6 事業担当課室・係  障害福祉課 居住支援係  

2 新法への移行等のための緊急的な   
経過措置  

（1） 新法に移行するまでの経過的な支援  
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⑨ 小規模作業所緊急支援事業  
1 事業の目的   

個別給付（生活介護、就労継続支援等）や地域活動支援センターなど新たなサービスヘの移行が直ちにでき   
ない小規模作業所が、新たなサービスヘ円滑に移行できるよう、経過的な措置として定額を助成する。   

2 事業の内容   

（1） 実施主体  都道府県（障害者団体への補助）   

（2） 事業の内容  

新たなサービスヘの移行に向けて調整段階にあり、直ちに新たなサービスヘの移行が困難である小規  

模作業所について、以下の要件を満たす場合に補助対象とする。  

① 利用定員が概ね5名以上であり、原則として週4日以上利用できる小規模作業所  

② 地域活動支援センター又は個別給付への移行計画（実利用人員の増加など地域活動支援センター等の  
要件を満たすための移行計画）を作成した小規模作業所   

（3）補助単価 1作業所あたり1，100千円以内   

3 補助割合  定額（10／10）   

4 実施年度 18年度～20年度   

5 その他   

事業の実施にあたっては、以下の点に留意すること。   

（1） 従来、民間団体を通じて国庫補助を行っていた小規模作業所に対する経過的な措置であることから、  

小規模作業所に精通した障害者団体を通じて協議・申請をさせる等の方法により実施すること。   

（2） 新たなサービスへの移行時期は、平成20年度末までとすること。   
（3） 移行計画の記入様式は、都道府県において任意に定めるものとすること。   

6 事業担当課室・係  地域生活支援室 地域生活支援事業係  

交付の仕組み（小規模作業所緊急移行支援事業）  

国  

交付   



④ デイサービス事業等緊急移行支援事業  
1 事業の目的   

新たなサービスヘの移行が直ちにできないデイサービス事業及び精神障害者地域生活支援センター等が、新た   
なサービスへ円滑に移行できるよう、経過的な措置として運営費を助成する。   

2 事業の内容   

（1） 実施主体 市町村   
（2） 内容  

新たなサービスへの移行に向けて調整段階であり、直ちに新たなサービスへの移行が困難であるデイ  
サービス事業所等が地域活動支援センター又は個別給付への移行計画（実利用人員の増加など地域活動  
支援センター等の要件を満たすための移行計画）を作成した場合に必要となる運営費及び体制整備（補  
助員雇上乗、備品等更新費、改修費等）に係る経費を助成する。  

（3） 補助単価 デイサービス緊急移行支援事業  1事業所あたり1，500千円以内  
精神障害者地域生活支援センター緊急移行支援事業1事業所あたり3，000千円以内   

3 補助割合  定観（10／10）   

4 実施年度 19年度～20年度   

5 その他  
（1）新たなサービスへの移行時期は、平成20年度末までとすること。  
（2）移行計画の記入様式は、都道府県において任意に定めるものとする。  

旧事業体系   地域生活支援事業   緊急移行支援事業   想定される事業   

身体障害者デイサービス事業  経過的デイサービス事業   デイサービス緊急移行支権事業  地域活動支援センター、生活介護、  
知的障害者デイサービス事業  自立訓練   

精神障害者地域生活支援センター  経過的精神障害者地域生活支援  精神陣書着地域生溝支擢セン  地域活動支援センター、生活介護、  

センター事業   クー緊急移行支捷事業   相談支援事業   

6 事業担当課室・係   地域生活支援室 地域生活支援事業係  

2 新法への移行等のための緊急的な   

経過措置  

（2） 新法への移行のための支援  
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（彰 障害者自立支援基盤整備事業  

1 事業の目的   

既存施設等が新体系に移行する場合等に必要となる、施設の改修等の経費に対し助成を行うことにより、新   

体系におけるサービスの基盤整備を図ることを目的とする。   

2 事業の内容   

（1） 実施主体 都道府県   

（2） 事業の内容  

事業の具体例としては、以下のとおりである。なお、既存の補助制度で対象としている事業につい  

ては対象外とする。  

【改 修】  
① 小規模作業所を新体系の設備基準に適合させるための改修工事  

② ケアホーム等を実施するアパート等のバリアフリー化等に必要な改修工事  

③ 居宅介護事業及び相談支援事業を行うために必要な既存建物の改修工事  

④ その他基盤整備対策に資する改修工事  

【増 築】  
（む 生産事業等のための作業スペースの設置  

② 新体系事業を行うにあたって必要となる厨房等の拡張工事  

③ その他基盤整備対策に資する増築工事   

（3） 補助単価 1施設あたり20，000千円以内  
（ただし、【改修】の②は、2，000千円以内、改修の③は5，000千円以内）  

3 補助割合 定額（10／10）  

4 実施年度 18年度～20年度  

5 事業担当課室・係  障害福祉課 福祉財政係（施設整備担当）  
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1 事業の目的   

⑥ 移行等支援事業  

新たなサービスへ移行できていない小規模作業所、デイサービス事業、精神障害者地域生活支援センター、   

その他旧体系サービス事業者（以下、「小規模作業所等」という。）が、個別給付や地域活動支援センターな   

ど新たなサービスへ円滑に移行できるようにするための事業を実施する。   

2 事業の内容   

（1） 実施主体  都道府県（社会福祉法人等への委託可）   
（2） 内容  

① 移行推進コンサルタント派遣事業  

小規模作業所等にコンサルタントを派遣し、移行のための体制づくり、事業内容の充実等、新体系  

に円滑に移行できるよう支援する。  

② 移行推進研修会開催事業  

複数の小規模作業所等の経営者等に対して、経理事務（財務、会計の処理等）、法人格の取得のた  
めの支援などを図るための研修会を継続的に実施する。   

（3） 補助単価 1都道府県あたり16，000千円   

3 補助割合  定額（10／10）   

4 実施年度 18年度－20年度   

5 その他   

新たなサービスヘの移行計画を作成した小規模作業所等を優先して実施すること。   
また、地域活動支援センターについても、より安定した事業運営が図られるよう、積極的に個別給付への移   

行を促進すること。   

6 事業担当課室・係  地域生活支援室 地域生活支援事業係  

⑦ 地域移行・就労支援推進強化事業  

1 事業の目的   

新たなサービスヘの円滑な移行に向けて、関連する各施策を強化するための各種の事業を、緊急的かつ集中  

的に実施することにより、地域への移行、就労支援等をより一層推進することを目的とする。  

2 事業の内容   

地域移行、退院促進及び就労支援等のための関係機関のネットワーク強化、グループホーム等の借り上げ   

のための初度経真の助成、就労支援のための実習受入先の開拓や重度訪問介護に関する基盤整備等を行う。  

（1）精神障害者退院促進強化事業（⑦別紙1のとおり）  

（2）グループホーム・ケアホーム整備推進事業（⑦別紙2のとおり）  

（3）就労支援事業移行初期支援強化事業（⑦別紙3のとおり）  

（4）在宅重度障害者地域生活支援基盤整備事業（⑦別紙4のとおり）  
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（彰（別紙1）精神障害者退院促進強化事業  
1 事業の目的   

いわゆる社会的入院者の退院促進を図ることは急務であり、従来より退院促進支援事業を実施してきたとこ   

ろであるが、こうした取り組みを各都道府県が全域的に展開していくためには、退院促進に関する知識・技術   

を有した者を一定程度確保することが非常に重要である。   

このため、地域において指導的役割を果たす退院促進に関する専門家を養成するとともに、地域における受   

入基盤の拡充を図ることにより、退院促進支援事業の円滑かつ効果的な実施を図ることを目的とする。  

2 事業の内容   

（1） 実施主体 都道府県   

（2） 事業の内容  

（弧 退院支援に関する専門家の養成研修  

【対象者】都道府県職員等  

【研修内容】長期入院者への支援に必要な知識・技術の習得、退院促進先進地区における実習 等  

② 退院支援に関する理解促進のための基礎研修  

【対象者】市町村職員、地域住民等  

【研修内容】精神障害者の特性の理解、元社会的入院者の体験談、病院見学 等   

（3） 補助単価 研修企画：1都道府県あたリ610千円以内  

研修実施：1障害福祉圏域あたり2，000干円以内   

3 補助割合 定額（10／10）   

4 実施年度 18年度～20年度   

5 事業担当課室・係  障害福祉課 通所サービス係  

⑦（別紙2）グループホーム・ケアホーム整備推進事業  

1 事業の目的   

アパートや一般住宅等を借り上げてグループホーム■ケアホームを実施するに当たり、借上に伴う初度経責  

（敷金・礼金）の負担を軽減し、障害者が地域で暮らせるように支援することを目的とする。  

2 事業の内容   

（1） 実施主体 都道府県   

（2） 事業の内容  

グループホーム等を実施するに当たり、アパート等の借り上げに伴い、初度に係る敷金・礼金に対し  

助成を行う。   

（3） 補助単価 入居者1人あたり133千円以内  

3 補助割合  定額（10／10）  

4 実施年度 18年度～20年度   

5 事業担当課室・係  障害福祉課 居住支援係  
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⑦（別紙3）就労支援事業移行初期支援強化事業  
【障害者職場実習設備等整備事業】   

1 事業の目的  

職場実習は、事業所内での作業等以外の作業体験が可能であり、就労支援利用者等が、作業能率の向上や、現場感覚   
を習得できるなど、一般就労への移行に有効なものである。  

このため、就労移行支援、就労継続支援事業者等から職場実習を受け入れる企業が、受入のために企業内の設備の更   

新等を実施した場合にその費用を助成することとし、もって職場実習の受入先の確保を促進することを目的とする。   

2 事業の内容   

（1） 実施主体  都道府県   

（2） 事業の内容  

① 実施方法  
職場実習を受け入れる予定の企業は、（D実習内容、②これまでの実習の実績、③職場実習派遣元事業所（施  

設）名、④職場実習年間受入予定（可能）人数、及び⑤当該受入に際し必要な備品等の購入に要する縫等を都  

道府県に対し申請し、都道府県はこれらの内容を審査した上で助成する。  

なお、本事業費により職場実習環境を構築した企業は、都道府県が「職場実習受入企業」として広く公表し  

積極的な受入を促すこと等により、今後効果的かつ継続的な職場実習を図ることとする。  

② 対象企業  

就労移行支援事業、就労継続支援（A型、B型）事業、授産施設（3障害、適所・入所・小規模）から職場  

実習を継続的に受け入れる民間企業   

（3） 補助単価 1企業あたり5，000千円以内   

3 補助割合  定額（10／10）   

4 実施年度  18年度～20年度   

5 事業担当課室・係  障害福祉課 就労支援係  

【就労支援ネットワーク構築事業】   

1 事業の目的  

障害者の就労支援を効果的に推進するためには、就労移行支援事業、就労継続支援事業の移行促進のみなら   

ず、ハローワーク、障害者就業・生活支援センター及び養護学校等地域の社会資源と就労支援ネットワークを   

構築し、各機関が連携し、情報の共有化を図りながら適切な支援を実施することが重要である。  

このため、障害保健福祉圏域等の地域における就労支援ネットワークの構築に必要な、情報の共有化を図る   

ためのホームページの開設や各種研修会の開催等に要する費用を助成することとし、もって、地域における就   

労支援ネットワークの構築の促進を図ることを目的とする。   

2 事業の内容   

（1） 実施主体  都道府県   

（2） 事業の内容  

都道府県内の各障害保健福祉圏域における就労支援ネットワークの構築のために開催した会議、情報  

共有化を目的としたホームページの構築、研修会等に要する費用を助成する。  

なお、これらの事業を各ネットワーク内の幹事事業者に委託することも可能。   

（3） 補助単価 1障害福祉圏域あたり1，000千円以内   

3 補助割合 定板（10／10）   

4 実施年度 18年度～20年度   

5 事業担当課室・係  障害福祉課 就労支援係  
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2 新法への移行等のための緊急的な   

経過措置  

（3） 制度改正に伴う緊急的な支援  

⑧ 相談支援体制整備特別支援事業  

1 事業の目的   

障害者が地域で安心して生活するためには、地域自立支援協議会をはじめとする相談支援体制の構築が重要   

であり、本事業によりその体制整備や充実強化を促進し、早急に地域における相談支援体制を整備一確立する   

ことを目的とする。  

2 事業の内容   

（1：l 実施主体  都道府県   

（2：） 事業の内容  

① 特別アドバイザー派遣事業  

○ 先進地のスーパーバイザーや学識経験者等2～3名を特別アドバイザーとして招碑し、チームで都  

道府県内の相談支援体制の整備や充実強化に向けて、評価、指導等を実施する。  

○ 特別アドバイザーは、毎月1回程度（集中的に何日聞か実施することも可）都道府県を訪問し、都  

道府県の担当職員及び当該県のアドバイザーと十分連携しながら、以下の事業を行う。  

・都道府県自立支援協議会の設立・充実強化の支援  

・県内を巡回するなどして、市町村（圏域）ごとの相談支援体制や地域自立支援協議会の立ち上  

げ・運営等についての具体的で丁寧な支援  

（例） 小規模市町村が圏域単位で相談支援体制を共同で実施する場合のアドバイス  

地域自立支援協議会に参加して、会議の持ち方や運営方法等について具体的にアドバイス  

等  

・県内の相談支援関係者を対象とした連絡会議・研修会の開催による人材育成支援  
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② 相談支援事業立ち上げ支援事業  

相談支援事業（市町村が社会福祉法人等に委託して実施する場合を含む。）立ち上げ等に当たり、必要   

な設備整備等について支援する。   

③ ピアサポート強化事業  

市町村（市町村が相談支援事業者等に委託して実施する場合を含む。）が障害者を対象として、地域交  

流や自己啓発などの社会参加に資する事業（障害当事者が障害者の活動をサポートする形態とする。）を  

実施する場合に、必要な設備整備等について支援する。  

例えば、パソコン教室（障害者と同数程度の同一障害の当事者がサポート）を開催し、障害者が仲間づ  

くりや地域に関わる手段を身につけることにより障害者の地域生活のきっかけづくりのための支援を行う  

ために必要な設備整備等。  

（3） 補助単価 （2）（む：1都道府県あたり2年間で14．000千円以内  

（2）②：1か所あたり1，000千円以内  

（2）③：1障害福祉圏域あたり1，950干円以内  

3 補助割合  定額（10／10）  

4 実施年度   18年度～20年度  

5 事業担当課・係  障害福祉課 相談支援係  

⑪ 就労意欲促進事業  

1 事業の目的   

入所施設でエ賃を得て働く者のうち一定の要件を満たすものに対し、これまでの食責負担等にも配慮した給   

付金を支給し、もって施設に入所する障害者の就労意欲の向上と就労を通じた自立を一層促進することを目的   

とする。  

2 事業の内容   

（1） 実施主体  市町村   

（2） 事業の内容  

平成18年度において入所施設（指定障害者支援施設及び入所に係る特定旧法指定施設（旧知的障害  

者通勤寮を除く。）をいう。）で生産活動に従事していた低所得者（所得区分が「低所得1」又は「低  

所得2」の者に限る。）に対し、更なる就労意欲の向上と就労を通じた自立を一層促進する観点から、  

工賃額に応じた給付金を支給する。  

（3） 補助単価  平成18年12月26日付事務連絡「就労意欲促進事業の取扱いについて」に従って算  

定された額  

3 補助割合 1／2  

4 実施年度  18年度（又は19年度）  

5 事業担当課室・係  障害福祉課 企画法令係  
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⑱ モの他法施行に伴い緊急に必要な事業  

1 事業の目的  

これまでに掲げた事業のほか、障害者自立支援法の施行に伴い緊急に対応する必要がある事業を実施する。  

2 事業の内容  

（1） 事業者コスト対策（し疹別紙1のとおり）  

（2） 進行性筋萎縮症者療養等給付事業受給者に対する激変緩和措置（⑫別紙2のとおり）   

（3） オストメイト（人工月工門・人工膜胱造設者）対応トイレ設備緊急整備事業（⑫別紙3のとおり）   

（4） 視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業（⑫別紙4のとおり）  

1 事業の目的   

⑱（別紙1）事業者コスト対策  

障害者自立支援法の施行時に伴い、制度の移行期に特有の事由から、会計処理システムの改修や報酬等請求   

事務処理のための関連経真の増加等により各事業者のコストが著しく増加していることから、事業者コストの   

一部を助成することにより、円滑な障害者自立支援法の施行と各事業者の新体系への移行を図ることを目的と   

する。  

2 事業の内容   

（1） 実施主体  都道府県   

（2） 事業の内容  

障害者自立支援法の施行に伴う制度の移行期に特有の事由から、会計処理システムの改良費や報酬等  

請求のための関連経責など、通常では発生しないコストの増加分を助成する。  

＜助成額の考え方＞  

助成する額としては、18年度中の制度移行期に発生した事業者コストの移行に伴う増加分であり、  

その中には、18年度の社会経済情勢の変化に伴うコストの増加分（原油高騰対策など）について含め  

ることも可能とする。   

（3） 補助単価  各都道府県毎に別に定める額  

3 補助割合  定額（10／10）  

4 実施年度 18年度（又は19年度）   

5 事業担当課室・係  障害福祉課 居住支援係  
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